
たつの市立御津病院医療情報システム構築業務の公募型プロポーザルについて 

 入札公告（平成 23 年 11 月 18 日公告） 

 

たつの市立御津病院医療情報システム構築業務について、公募型プロポーザルを執行す

るので、下記のとおり公告する。 

なお、本件については、たつの市契約規則並びにたつの市入札関係法令に準じて行う。 

 

 平成 23 年 11 月 18 日 

たつの市長 西田 正則 

 

１ 業務の概要 

(1)業務番号   病院第 13 号 

 (2)業務名    たつの市立御津病院医療情報システム構築業務 

 (3)履行場所   たつの市立御津病院 

 (4)契約期間   契約日から平成 24 年 8 月 31 日まで 

 (5)業務の内容   医療情報システム（電子カルテシステム、オーダーエントリーシステ

ム、看護支援システム、医事会計システム、健診システム）の構築等 

   ※詳細は、「たつの市立御津病院医療情報システム構築業務基本仕様

書」等を参照のこと。 

(6)提案上限価格 150,000,000 円（消費税を含む） 

  ただし制限事項あり。詳細は、｢たつの市立御津病院医療情報システ

ム構築業務プロポーザル実施要領｣を参照のこと。 

 

２ 事業者の形態 

  単体又は代表者を定めた共同の事業体（コンソーシアム方式） 

 

３ 参加資格要件 

1 全ての事業者（共同の事業体の構成事業者を含む）が満たすべき要件 

(1)たつの市入札参加資格登録者名簿（物品・役務）に登録がある者 

(2)公告日から契約締結の日まで、たつの市又は兵庫県から指名停止を受けていない者 

(3)地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4に規定する入札参加者の資

格制限に該当しない者 

(4)会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。

ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から

更生又は再生計画の認可決定を受けた者はこの限りでない。 
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(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものと

して、発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

2 単体の事業者及び共同事業体の代表事業者が満たすべき要件 

(1)過去５年間に、病床数１００床以上の病院に電子カルテシステムの導入の実績を有す

ること。 

(2)「プライバシーマーク」又は「情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）」の

認証を取得していること。 

 

４ 資料の提供 

   企画提案書作成等に必要となる仕様書等については、次のとおり提供する。 

 (1)提供場所   たつの市立御津病院新棟 2階 事務局 

 (2)提供期限   平成 23 年 11 月 24 日（木曜日）午前 11 時まで 

 

５ 参加表明に関する事項 

   本プロポーザルに参加しようとする者はプロポーザル参加申込書、導入実績調書、会社

概要等及び「プライバシーマーク」又は「情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）」

の認証を取得していることを証明できる書類（写し可）を提出すること。 

 (1)日時     平成 23 年 11 月 24 日（木曜日）午前 11 時まで 

(2)提出場所   たつの市立御津病院新棟 2階 事務局 

(3)提出方法   郵送又は持参（郵送の場合は期限までに必着。到着の確認も行うこ

と。） 

 

６ 参加資格審査 

   プロポーザル参加申込書を提出した者について、前記３の参加資格要件を確認し、プロ

ポーザル参加資格確認結果通知書により確認結果を通知する。 

  発送予定日   平成 23 年 11 月 28 日（月曜日） 

 

７ 質問及び回答 

(1)質問期間   平成 23 年 11 月 28 日（月曜日）から 

  平成 23 年 11 月 30 日（水曜日）午後 3時まで 

(2)回答日    平成 23 年 12 月 5 日（月曜日） 

 

８ 企画提案書等書類の提出 

(1)提出期限      平成 23 年 12 月 19 日（月曜日）午前 11 時まで（必着） 

(2)提出場所      たつの市立御津病院新棟 2階 事務局 
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(3)提出方法     郵送又は持参（郵送の場合は期限までに必着。到着の確認も行うこと。） 

(4)提出部数     企画提案書：正 1部、副 22 部 

        要求回答書：正１部 

        業務見積書：正１部 

 

９ 選考方法 

(1)第 1 次選考 

  提案書等の評価を行い、優秀提案上位数者を第 1次選考通過者として選定する。 

(2)第 2 次選考 

      第 1 次選考通過者によるデモンストレーション及びプレゼンテーションを行い、そ

の評価結果と提出された提案書等を基に、選考委員会が総合的に評価し、最高得点者

を実施候補者として特定する。 

 

ア）デモンストレーション 

  (1)実施日        平成 24 年 1 月上旬（予定） 

                   実施日、場所等については、決定次第通知する。 

(2)持ち時間      第 1 次選考通過者ごとに、3時間程度とする。 

(3)その他        必要な機器類は、全て第 1次選考通過者が用意すること。 

 

イ）プレゼンテーション 

(1)実施日        平成 24 年 1 月中旬（予定） 

                   デモンストレーションとは別の日に実施し、実施日、場所等について

は、決定次第通知する。 

(2)持ち時間      第 1 次選考通過者ごとに 50 分程度（説明 40 分、質疑応答 10 分）と

する。(第 1次選考通過者数により時間を調整する場合がある。) 

(3)その他        必要な機器類は、全て第 1次選考通過者が用意すること。 

 

１０ 審査の結果通知 

    審査結果は、平成 24 年 1 月下旬（予定）に、書面により通知する。 

 

１１ プロポーザルの辞退 

    参加資格者が本プロポーザルを辞退する場合は、任意の様式により辞退届を提出する

ものとする。 

 

１２ 契約の締結 

(1)平成24年度予算にシステム構築費を計上するため、契約締結日は平成24年4月1日以降 
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となる。 

(2)契約にあたり、再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、

本市の承諾を得た場合は、この限りではない。 

(3)プロポーザル及び契約の手続きにおいて使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通

貨に限る。 

(4)関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも市民の信頼を失うことのない

よう努めること。 

(5)契約にあたり、たつの市契約規則第 29 条に定める契約保証金を納めること。 

 

１３ 担当部署 

たつの市立御津病院 事務局  担当者：小川、勝又、親家 

住所：兵庫県たつの市御津町中島 1666 

電話：079-322-1121 

  FAX 番号：079-322-3177 


